
令和３年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

警察庁 第１次回答 

 

管理番号 53 提案区分 B 地方に対する規制緩和 提案分野 11_その他 

 

提案事項（事項名） 

ＤＶ等支援措置の延長に係る申出手続きの簡素化及びＤＶ等支援措置期間の延長 

 

提案団体 

吉岡町、渋川市、安中市、みどり市、榛東村、神流町、甘楽町、長野原町、草津町、高山村、川場村、昭和村、

みなかみ町、玉村町、千代田町、邑楽町 

 

制度の所管･関係府省 

内閣府、警察庁、総務省、厚生労働省 

 

求める措置の具体的内容 

「住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付並びに戸籍の附票の写しの交付におけるドメ

スティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の保護のための措置」

（以下「DV 等支援措置」という。）における延長の申出手続きに関して、申出者が行う警察、配偶者暴力相談支

援センター、児童相談所等（以下「相談機関等」という。）及び市町村窓口への出頭による本人確認の省略並び

にＤＶ等支援措置期間を１年を超えて設定することを可能とすること。 

 

具体的な支障事例 

【支障事例】 

ＤＶ等支援措置の期間は１年となっており、ＤＶ等支援措置の対象者が当該措置の延長の申出を行う場合、１年

ごとに初回と同様の手続きが求められ、相談機関等及び市町村の窓口に出頭し本人確認を受ける必要があ

る。窓口への出頭が必要なため、市町村窓口でＤＶ等支援措置の延長の申出を行ったのにも関わらず、相談機

関等に相談に行かなかったことで、やむを得ずＤＶ等支援措置が終了に至ったケースがある。 

【制度改正の必要性】 

ＤＶ等支援措置の期間は、初回又は延長の手続きであるか否かを問わず１年となっているが、特に延長手続き

を行う対象者については、初回の手続き時と比べて対象者の環境が大きく変化することは少ないと考えられ、１

年ごとにＤＶ等支援措置の延長の申出を行わなければならないことについては、当町職員だけでなくＤＶ等支援

措置対象者等からも柔軟な対応を可能にすることを求める声がある。また、ＤＶ等支援措置の延長の申出者

は、加害者が訪れる可能性のある窓口に延長のたびに足を運ばなければならず、出頭を伴う手続きは被害者

にとっては精神的な負担であり危険を伴うものとなっている。ＤＶ等支援措置の延長の申出のたびに窓口に出頭

しなければならないことについても、当町職員だけでなくＤＶ等支援措置対象者等からも利便性の高い手続とな

るよう見直しを求める声がある。 

【懸念の解消策】 

ＤＶ等支援措置の対象者が延長の申出を行う場合、本人確認は初回の申出時に行っていることから、出頭によ

る本人確認の方法を緩和し、相談機関等及び市町村において初回で控えた相談や申出の内容で本人を特定す

る電話受付や本人確認書類同封による郵送等での延長手続きを可能とする。また、延長の手続きは初回の手

続き時と比べてＤＶ等支援措置対象者の環境が大きく変化することは少ないと考えられることから、当該対象者

が延長の申出をする際に、例えば３年を超えない範囲で対象者の希望により支援措置期間を選択できるように

すなど柔軟な対応を可能とする。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

ＤＶ等支援措置対象が市町村窓口に出頭することによる加害者からの追跡のリスクや精神的負担を減らすこと



ができる。また、延長の手続きが簡略化されることで、ＤＶ等支援措置対象者の負担軽減に加え、市町村の受付

事務の負担軽減も見込める。さらに、ＤＶ等支援措置の延長切れを防止することができ、被害者への切れ目の

ない支援につながる。 

 

根拠法令等 

住民基本台帳事務処理要領第５-10 ア（エ）、キ 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

旭川市、中標津町、盛岡市、いわき市、桐生市、川口市、練馬区、長野県、佐久市、知多市、田原市、和泉市、

兵庫県、吉野川市、香川県、宇和島市、久留米市、大村市、延岡市 

 

○当市においても、申出者が相談機関へ出頭ができず、支援措置を終了するケースが発生している。引き続き

支援が必要な場合は、相談機関への出頭なく、本人から状況や必要性の聞き取りなどにより延長の申出が行え

るよう事務の見直しを求める。 

○支援措置の件数は増加傾向にあり、限られた担当者の人数では管理しきれなくなる可能性もある。制度を簡

素化することで、支援者の情報を少ない人数で守ることにつながる。 

○ＤＶ加害者からの暴力等の恐怖によって外出することができないために継続支援を受けられない場合があり、

被害者救済の観点から制度改正等の要望を受けるケースが多くある。 

○支援措置対象者にとって延長手続が負担となり、支援措置が終了となるケースが多くみられる。手続きの簡

略化により、支援が必要な対象者の負担が減ることが期待される。 

○市町村窓口での延長申出の際に郵送で受付することについては、申出者の負担軽減につながることから賛

同する。 

○申出者からの電話では延長希望の旨が確認できたものの、体調が優れない等の理由により、相談機関や市

役所に来ることができず、延長の申出をすることができなかったケースが数回あった。 

 

各府省からの第１次回答 

ＤＶ等支援措置については、被害者に係るＤＶ等被害の状況がケースごとにさまざまに変化し得ることから、期

間を１年と定め、申出があれば状況を確認して延長することとしている。 

支援措置の期間については、ＤＶ等被害者の申出に基づき、住民基本台帳法で認められている住民票の写し

等の交付制度の特例的な取扱いを行うものであることから、一定の期間を区切って、虚偽の申出を防ぐため、対

面の本人確認を行った上で状況等を確認し、適切に対応していくことが必要と考えており、現時点では支援措置

期間の長期化や本人確認等のあり方の見直しについては、慎重な対応が必要なものと考えている。 



令和３年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

警察庁 第１次回答 

 

管理番号 87 提案区分 A 権限移譲 提案分野 07_産業振興 

 

提案事項（事項名） 

中小企業等経営強化法における事業分野別指針の策定権限及び経営力向上計画に係る認定権限の移譲 

 

提案団体 

関西広域連合 

 

制度の所管･関係府省 

警察庁、総務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省 

 

求める措置の具体的内容 

中小企業が策定する本業の成長に関する経営力向上計画について、事業分野別指針の策定及び同計画の認

定に関する権限の広域連合への移譲を求める。 

 

具体的な支障事例 

事業者が作成する経営力向上計画に係る事業分野別指針については、国が全国一律に策定しており、地域の

特性を考慮するものとなっておらず、地方の人材の受け皿となる中小企業の経営力強化が効果的に図られてい

ない。 

中小企業の本業の成長は、地方の雇用や人口移動に密接に関連しており、地方が主体となって事業分野別指

針を策定し、経営力向上計画の認定を行う必要があるが、東京圏に次ぐ大都市圏である関西圏では、京阪神を

中心に府県域を越えて広がる生活・経済圏が形成されている。 

関西の府県・指定都市で構成する当広域連合は、関西各地域の構成団体の特性を活かして関西共通の事業分

野別指針を策定することが可能であり、事業分野別指針の策定権限移譲の受け皿として適切である。あわせ

て、経営力向上計画の認定を一体的に行うことにより、地域での一体的・総合的な事務執行が可能と考える。 

なお、平成 29 年に事業分野別指針策定は国（主務大臣）が行うものとしつつ経営力向上計画の認定権限の都

道府県知事への移譲を求める提案がなされているが、今回の提案は事業分野別指針策定権限と経営力向上

計画認定権限の一体的な移譲を求めるものであること、移譲を求める先が都道府県ではなく、複数の府県・指

定都市が加入し、区域に関西圏を包含する当広域連合であることから、平成 29 年の提案とは趣旨が異なるも

のである。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

広域連合に移譲する事により、全国一律の指針ではなく、地域自らが特徴を踏まえた中小企業の経営力強化に

資する指針の効果的な策定等が可能となり、人材の受け皿となる地方の中小企業の体力強化が図られる。 

また、複数府県に跨がるものの経営革新計画の承認権限の広域連合への移譲と合わせることで、地域での一

体的、総合的な事務執行が可能となり、事業者等の利便性の向上が図られる。 

 

根拠法令等 

中小企業等経営強化法第 16 条、第 17 条、18 条 

経営力向上に関する命令第１条、第２条 

 

 

 



追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

－ 

 

－ 

 

各府省からの第１次回答 

・中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画は、全国の中小企業等の経営力向上の支援を目的として、

平成 28 年 7 月より制度を開始した。仮に事業分野別指針の策定や経営力向上計画の審査・認定に係る権限を

貴連合に移譲する場合、制度の対象が貴連合に所属する２府６県４市の中小企業等に限られることから、本制

度を全国で統一的に運用し、全国の中小企業等の経営の向上を図ることが困難となるおそれがある。 

また、事業分野別指針の策定や、当該指針を踏まえて作成される経営力向上計画の審査・認定を国で実施す

べき理由については、以下のとおりである。 

・事業分野別指針については、①事業環境の変化（景気回復により高付加価値な商品の需要が高まり、これま

での低コスト化から高付加価値化に商品構成や商品の内容を変化させる必要が生じた等）やその他の事情（政

府としての政策的優先順位の変更等）により当該業種において取り組むべき経営力向上の内容に変化があった

場合に変更するものとしていること、②関係省庁が緊密に連携しながら、優良事例の適宜の見直し等を含めた

PDCA サイクルを実効性ある形で確立し、最新かつ最良の情報が盛り込まれた事業分野別指針を提供し続ける

よう努めることが、法案審議の際の国会附帯決議（第 190 回国会閣法第 46 号 附帯決議）でも求められたこと

から、全国レベルで事業環境や政策状況の変化を把握でき、事業分野ごとの汎用的な知見を有する各事業所

管大臣が策定することが適当である。 

・経営力向上計画については、上述のとおり最新かつ最良の情報が盛り込まれた事業分野別指針を提供し続

けるよう努めることが国会附帯決議で求められており、中小企業の生産性向上に関する最新の取組事例等を、

国側で一次情報として常時把握する必要があることから、国が計画を直接審査・認定することが適当である。 



令和３年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

警察庁 第１次回答 

 

管理番号 111 提案区分 B 地方に対する規制緩和 提案分野 11_その他 

 

提案事項（事項名） 

ＤＶ等支援措置のうち地方税での措置の周知及び住民基本台帳情報の調査時における支援措置情報の提供 

 

提案団体 

北広島市、船橋市 

 

制度の所管･関係府省 

内閣府、警察庁、総務省、厚生労働省 

 

求める措置の具体的内容 

ＤＶ等支援措置のうち地方税での措置の周知及び情報提供ネットワークシステムを通じて閲覧ができる住民基

本台帳情報と併せてＤＶ等支援措置の有無を識別できるようにすること。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

ＤＶ等の被害者の保護がより確実になるなど、更なる被害の防止に寄与する。 

 

根拠法令等 

ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の保護のための適

正な事務執行の徹底について（周知）（令和元年６月 27 日付け総務省自治税務局企画課事務連絡） 

住民基本台帳事務処理要領５－10 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

旭川市、いわき市、東海村、桐生市、八王子市、川崎市、長野県、中野市、豊橋市、田原市、枚方市、兵庫県、

出雲市、府中町、香川県、宇和島市、久留米市 

 

－ 

 

各府省からの第１次回答 

ＤＶ等被害者の保護は重要であると認識しており、ご提案のような事例について、どのような対応が考えられる

か検討してまいりたい。 

 


